
地方公務員法（抜粋） 

（昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号） 

 

 

（人事委員会又は公平委員会の権限） 

第八条第八条第八条第八条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。 

一～八 （略） 

九 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定

し、及び必要な措置を執ること。 

十～十二 （略） 

２～４ （略） 

５ 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられ

た事務に関し、人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができる。 

６ 人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要

があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることがで

きる。 

７ （略） 

８ 第一項第九号及び第十号又は第二項第一号及び第二号の規定により人事委員会

又は公平委員会に属せしめられた権限に基く人事委員会又は公平委員会の決定

（判定を含む。）及び処分は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める手続

により、人事委員会又は公平委員会によつてのみ審査される。 

９ 前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものでは

ない。 

 

（審査請求）  

第四十九条の二第四十九条の二第四十九条の二第四十九条の二  前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平

委員会に対してのみ審査請求をすることができる。  

２２２２     前条第一項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請

求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とす

る。  

３３３３     第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用し

ない。  

 

 

 



（審査請求期間）  

第四十九条の三第四十九条の三第四十九条の三第四十九条の三  前条第一項に規定する審査請求は、処分があつたことを知つた日

の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算

して一年を経過したときは、することができない。  

 

（審査及び審査の結果執るべき措置）  

第五十条第五十条第五十条第五十条  第四十九条の二第一項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員

会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合におい

て、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならな

い。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならな

い。  

２２２２     人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、当該審査請求に対

する裁決を除き、審査に関する事務の一部を委員又は事務局長に委任することがで

きる。  

３３３３     人事委員会又は公平委員会は、第一項に規定する審査の結果に基いて、その処

分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者に

その職員の受けるべきであつた給与その他の給付を回復するため必要で且つ適切な

措置をさせる等その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指

示をしなければならない。  

 

（審査請求の手続等）  

第五第五第五第五十一条十一条十一条十一条  審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人

事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。  

（審査請求と訴訟との関係）  

 

第五十一条の二第五十一条の二第五十一条の二第五十一条の二  第四十九条第一項に規定する処分であつて人事委員会又は公平委

員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対す

る人事委員会又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができな

い。  

 

（罰則） 

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下

の罰金に処する。 

 一・二 （略） 

 三 第五十条第三項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わ



なかつた者  

 四～八 （略） 

 

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 

一 第五十条第一項に規定する権限の行使に関し、第八条第六項の規定により人

事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくて

これに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者又は同項の規定により人事委員会

若しくは公平委員会から書類若しくはその写の提出を求められ、正当な理由が

なくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類若しくはその写を提

出した者  

二～五 


